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事

業

の

主

な

内

容

　
一
定
の
所
得
以
下
の
世
帯

の
方
を
対
象
に
、
中
学
３
年

生
・
高
校
３
年
生
ま
た
は
そ

れ
ら
に
準
ず
る
方（
中
学
校
・

高
校
既
卒
者
、
高
等
学
校
卒

業
程
度
認
定
試
験
合
格
者
）

の
学
習
塾
、
各
種
受
験
対
策

講
座
、
通
信
講
座
の
受
講
費

用
（
家
庭
教
師
を
除
く
）
や
、

高
校
・
大
学
等
の
受
験
料
の

貸
し
付
け
を
無
利
子
で
行
い

ま
す
。

　
な
お
、
お
子
さ
ん
が
高

校
・
大
学
等
に
入
学
し
た
場

合
は
、
手
続
き
を
す
る
こ
と

で
返
済
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

申
請
期
限
　
平
成
30
年
２
月

９
日
（
金
）

貸

付

資

金

の

内

容

▽
学
習
塾
等
受
講
料
貸
付
金

対
象
　
中
学
３
年
生
・
高
校

３
年
生
ま
た
は
そ
れ
ら

に
準
ず
る
方

貸
付
限
度
額
　
20
万
円

貸
付
範
囲
　
対
象
と
な
る
学

習
塾
等
の
費
用
（
29
年
４

月
分
か
ら
の
費
用
が
対

象
）

※
学
習
塾
等
に
関
し
て
は
要

件
あ
り

▽

受

験

料

貸

付

金

（

高

校

受

験

料

）

対
象
　
中
学
３
年
生
ま
た
は

そ
れ
に
準
ず
る
方

貸
付
限
度
額
　
２
万
７
千
400

円
※
１
人
の
子
ど
も
に
対
し
て

１
度
限
り

貸
付
範
囲
　
対
象
と
な
る
高

等
学
校
等
の
受
験
料

※
４
回
（
校
）
分
の
受
験
料

ま
で
貸
し
付
け
可

※
１
回
当
た
り
の
受
験
料
は

２
万
３
千
円
ま
で

▽

受

験

料

貸

付

金

（

大

学

受

験

料

）

対
象
　
高
校
３
年
生
ま
た
は

そ
れ
に
準
ず
る
方

貸
付
限
度
額
　
８
万
円

※
１
人
の
子
ど
も
に
対
し
て

１
度
限
り

貸
付
範
囲
　
対
象
と
な
る
大

学
等
の
受
験
料

貸
付
対
象
と
な
る
学
校

　
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る

高
等
学
校
、特
別
支
援
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
大
学
、
短

期
大
学
、
専
修
学
校
、
各
種

学
校

※
中
学
３
年
生
の
場
合
は
、

専
修
学
校
、
各
種
学
校
は

貸
付
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。（
一
部
例
外
あ
り
）

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

　
次
の
①
〜
⑦
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
方

①
世
帯
の
生
計
中
心
者
（
20

歳
以
上
）
で
あ
る
こ
と

②
父
母
等
養
育
者
の
総
収
入

ま
た
は
総
所
得
を
合
算
し

た
金
額
が
一
定
基
準
以
下

で
あ
る
こ
と
（
下
表
）

※
事
業
所
得
等
が
あ
る
場
合

は
総
所
得
で
確
認
し
ま
す
。

③
世
帯
員
の
預
貯
金
等
資
産

の
保
有
額
が
600
万
円
以

下
で
あ
る
こ
と

④
土
地
、
建
物
を
所
有
し
て

い
な
い
こ
と
（
現
在
住
ん

で
い
る
場
所
の
土
地
、
建

物
を
除
く
。
不
動
産
所
得

が
あ
る
場
合
は
、
対
象
に

な
ら
な
い
場
合
あ
り
） 

⑤
都
内
に
引
き
続
き
１
年
以

上
在
住
（
住
民
登
録
）
し

て
い
る
こ
と

⑥
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
世

帯
主
ま
た
は
構
成
員
で

な
い
こ
と

⑦
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な

行
為
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
第
２
条
第
６
号

に
規
定
す
る
暴
力
団
員

が
属
す
る
世
帯
の
構
成

員
で
な
い
こ
と

　
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
し
込
み
　
直
接
福
祉
総
務

課
庶
務
係
（
市
役
所
６

階
）
へ

受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付
事
業

世帯人数 ２人 ３人 ４人

一般世帯 ２７１万７千円以下 ３３４万３千円以下 ３８６万４千円以下

ひとり親世帯 ３０１万８千円以下 ３７８万８千円以下 ４４１万５千円以下

総収入の基準額（給与収入の場合）

※世帯人数とは、父母等養育者および１８歳未満（就労中の場合は除く）または就学中（浪人生を
含む）の子どもの人数を指します。

※賃貸物件にお住まいの場合は、年額上限８４万円（月額上限７万円）を限度に、家賃支払額を総
収入額から減額できる場合があります。

７
月
中
旬
に
平
成
29
年
度

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　
お
支
払
い
い
た
だ
く
金
額
と

納
付
方
法
や
納
期
限
な
ど
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
手
元
に

届
き
ま
し
た
ら
、
内
容
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

毎
年
８
月
１
日
に
保
険
証
の

負
担
割
合
を
見
直
し
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
（
保
険
証
）
を
お
持
ち
の
方

が
医
療
機
関
で
負
担
す
る
一
部

負
担
金
の
割
合
（
１
割
ま
た
は

３
割
）
は
、
毎
年
８
月
に
前
年

の
所
得
状
況
を
も
と
に
見
直
さ

れ
ま
す
。

　
負
担
割
合
が
変
更
に
な
る
方

に
は
、
７
月
中
旬
に
変
更
後
の

負
担
割
合
を
記
載
し
た
保
険
証

を
簡
易
書
留
で
送
付
し
ま
す
。
　

新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
場
合

は
、
８
月
１
日
か
ら
お
使
い
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
負
担
割
合
が
変
更
に

な
ら
な
い
方
は
、
現
在
お
持
ち

の
保
険
証
を
30
年
７
月
31
日
ま

で
お
使
い
く
だ
さ
い
。

負
担
割
合
が
３
割
で
も
、
収
入

額
に
よ
っ
て
は
、
申
請
に
よ
り

１
割
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（

基

準

収

入

額

申

請

）

　
29
年
度
の
住
民
税
の
課
税
所

得
が
１
４
５
万
円
以
上
の
方

は
、
保
険
証
の
負
担
割
合
は
３

割
で
す
。

　
た
だ
し
、
被
保
険
者
の
収
入

合
計
額
（
所
得
税
法
上
の
28
年

１
月
〜
12
月
の
収
入
金
額
の
こ

と
で
、
必
要
経
費
や
控
除
な
ど

を
差
し
引
く
前
の
金
額
）
が
次

の
金
額
に
満
た
な
い
方
は
、
申

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
関
す
る
お
知
ら
せ

請
す
る
こ
と
に
よ
り
１
割
負
担

と
な
り
ま
す
。

　
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に

は
、
基
準
収
入
額
適
用
申
請
書

を
６
月
末
に
送
付
し
て
い
ま

す
。

▽
世
帯
に
被
保
険
者
が
１
人
の

場
合
…
３
８
３
万
円
未
満

※
３
８
３
万
円
以
上
で
も
同
一

世
帯
に
70
〜
74
歳
の
国
保

ま
た
は
会
社
の
健
康
保
険

な
ど
の
加
入
者
が
い
る
場

合
は
、
被
保
険
者
と
そ
の
方

の
合
計
が
５
２
０
万
円
未

満
▽
世
帯
に
被
保
険
者
が
２
人
以

上
い
る
場
合
…
５
２
０
万

円
未
満

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減

額

認

定

証
の

更

新

は

８

月

１

日

　
現
在
お
持
ち
の
減
額
認
定
証

の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
で

す
。す
で
に
交
付
さ
れ
て
い
て
、

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の

方
に
は
、
新
し
い
減
額
認
定
証

を
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

改
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
減
額
認
定
証
は
、
入
院
時
だ

け
で
な
く
、
外
来
診
療
に
つ
い

て
も
、
医
療
機
関
等
に
提
示
す

る
こ
と
に
よ
り
、
月
ご
と
に
同

一
の
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
支

払
う
保
険
適
用
の
医
療
費
の
限

度
額
（
自
己
負
担
限
度
額
）
が

減
額
さ
れ
ま
す
。

　
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

の
方
で
、
減
額
認
定
証
を
ま
だ

お
持
ち
で
な
い
方
は
、
保
険
年

金
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
　
保
険
年
金
課
後

期
高
齢
者
医
療
係

　
20
歳
に
な
る
前
の
病
気
や
け

が
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
を
受

け
て
い
る
方
は
、
所
得
状
況
届

（
現
況
届
）
等
の
提
出
が
必
要

で
す
。
現
況
届
と
は
、
毎
年
７

月
に
年
金
受
給
者
の
生
存
、
所

得
、
生
計
維
持
な
ど
の
現
況
を

報
告
す
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ

り
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の

１
年
間
、
年
金
の
支
給
が
決
定

さ
れ
ま
す
。
期
限
ま
で
に
提
出

し
な
い
場
合
は
、
年
金
の
支
給

が
停
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
対
象
者
に
は
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
「
所
得
状
況
届
」
が
送

付
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
記
入
し
て
７
月
中
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
診
断
書
の
提
出
が
必

要
な
方
に
は
、「
診
断
書
付
き

の
所
得
現
況
届
」
が
送
付
さ
れ

ま
す
の
で
、
医
師
の
証
明
を
受

け
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
　
障
害
基
礎
年
金
受

給
権
者
（
年
金
コ
ー
ド

２
６
５
０
、６
３
５
０
）

※
20
歳
前
障
害
の
方

提
出
期
間
　
７
月
３
日
〜
31
日

提
出
方
法

▽
持
参
…
保
険
年
金
課
国
民
年

金
係(

市
役
所
１
階
８
番
窓
口
）

▽
郵
送
…
７
月
31
日
（
必
着
）

　
ま
で
に
〒
１
９
８
―
８
７
０

　
１
青
梅
市
保
険
年
金
課
国
民

年
金
係
へ

そ
の
他
　
同
封
の
記
入
要
領
に

従
っ
て
添
付
書
類
を
ご
確
認

障

害

年

金

受

給

者

の

所

得

状

況

届

く
だ
さ
い
▽
29
年
１
月
２
日

以
降
に
市
へ
転
入
し
た
場
合

は
、
29
年
１
月
１
日
の
住
所

地
で
取
得
し
た
29
年
度
分
の

所
得
証
明
書
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
▽
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ

ル
ム
の
提
出
が
必
要
な
方

は
、
保
険
年
金
課
窓
口
へ
直

接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
市
保
険
年
金
課

国
民
年
金
係
、
青
梅
年
金
事

務
所
☎
30
・
３
４
１
０

イ

ベ

ン

ト

案

内

フ
ォ
ト
・
ま
い
ま
い
ず
写
真
作

品
展
…
７
月
４
日
（
火
）
〜

17
日
（
祝
） 

野
菜
直
売
会
…
７
月
５
日
〜
21

日
の
水
・
木
・
金
曜
日
　
午

後
４
時
〜
６
時
※
野
菜
が

無
く
な
り
し
だ
い
終
了

入
浴
回
数
券
20
％
割
引
販
売
…

７
月
７
日
（
金
）
〜
17
日

（
祝
）
※
休
館
日
（
10
日
）

を
除
く
▽
11
回
分
の
回
数

券
（
３
時
間
利
用
）
を
青
梅

市
、
福
生
市
、
羽
村
市
、
瑞

穂
町
在
住
者
は
大
人
４
千

円
、
子
ど
も
２
千
円
で
販
売

教

室

案

内

①
フ
ラ
ダ
ン
ス
教
室
…
毎
週
水

曜
日
　
午
後
１
時
〜
２
時

②
ヨ
ー
ガ
教
室
…
毎
週
木
曜
日  

午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分

参
加
費
　
①
②
と
も
、
青
梅
市

在
住
者
は
１
回
８
０
０
円

※
教
室
と
入
浴
３
時
間
の
セ
ッ
ト

料
金
で
す
。
回
数
券
、
サ
ー
ビ

ス
券
な
ど
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

フ
レ
ッ
シ
ュ
ラ
ン
ド
西
多
摩

　
平
成
29
年
度
の
介
護
保
険

料
納
入
通
知
書
は
、
７
月
10

日
に
発
送
予
定
で
す
。

　
こ
の
納
入
通
知
書
は
、
シ

ル
バ
ー
パ
ス
の
購
入
お
よ
び

更
新
手
続
き
に
必
要
と
な
り

　
市
で
は
、
優
れ
た
技
能
、
知

識
、経
験
を
有
す
る
高
齢
者
で
、

そ
の
技
術
等
を
次
世
代
に
継
承

し
て
い
た
だ
け
る
方
を
「
青
梅

市
シ
ル
バ
ー
マ
イ
ス
タ
ー
」
と

し
て
登
録
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
28
年
度
認
定
審
査
会

で
、
次
の
方
を
新
た
に
認
定
・

ま
す
。

　
再
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
介
護
課

介
護
保
険
料
係

介
護
保
険
料
の
納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　
フ
レ
イ
ル
（
加
齢
と
と
も
に

筋
力
や
認
知
機
能
な
ど
が
低
下

し
、
生
活
機
能
障
害
、
要
介
護

状
態
な
ど
の
危
険
性
が
高
く

な
っ
た
状
態
）
を
早
期
に
発
見

し
、
い
つ
ま
で
も
充
実
し
た
生

活
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
毎

日
の
心
掛
け
の
ヒ
ン
ト
を
学
び

ま
す
。

日
時
　
８
月
４
日
（
金
）　
午

　
後
２
時
〜
３
時
30
分
（
１
時

30
分
受
付
開
始
）

会
場
　
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
集

会
室

講
師
　
多
摩
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
学
院
理
学
療
法
士

介
護
予
防
講
演
会

不
自
由
を
感
じ
て
い
な
い
今
だ
か
ら

〜
介
護
予
防
と
転
倒
予
防
〜

①
太
陽
光
発
電
で
動
く
、
か
わ

い
い
ミ
ニ
ソ
ー
ラ
ー
カ
ー

作
り
…
７
月
29
日
（
土
）　

②
紫
外
線
を
感
知
す
る
、
か
わ

い
い
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
作
り
　

…
８
月
19
日
（
土
）

☆
い
ず
れ
も

時
間
　
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

費
用
　
５
０
０
円
（
材
料
代
）

西
多
摩
衛
生
組
合
　
環
境
学
習
講
座
夏
休
み
工
作
教
室

対
象
　
原
則
と
し
て
小
学
４
〜

６
年
生

定
員
　
先
着
20
人
（
予
約
制
）

申
し
込
み
　
７
月
11
日
（
火
）

〜
17
日
（
祝
）
に
直
接
フ

レ
ッ
シ
ュ
ラ
ン
ド
西
多
摩

フ
ロ
ン
ト
へ

問
い
合
わ
せ
　
同
組
合
計
画
管

理
課
☎
042
・
554
・
２
４
０
９

市
シ
ル
バ
ー
マ
イ
ス
タ
ー
を

新
た
に
認
定
し
ま
し
た

岩
戸
　
徹
氏

定
員
　
先
着
70
人
程
度
（
予
約

制
）

費
用
無
料

持
ち
物
　
筆
記
用
具
、
飲
み
物

申
し
込
み
　
電
話
ま
た
は
直
接

高
齢
介
護
課
包
括
支
援
係

（
市
役
所
１
階
）
へ

登
録
し
ま
し
た
。

▽
千
葉
勝
久
さ
ん
（
将
棋
）

▽
山
本
文
人
さ
ん
（
そ
ば
・
う

ど
ん
打
ち
）

▽
山
﨑
進
子
さ
ん
（
草
木
染
・

和
紙
人
形
）

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
介
護
課
高

齢
者
支
援
係

所
在
地
　
羽
村
市
羽
４
２
２
５
　
☎
042
・
570
・
２
６
２
６


